
管

理

規

程 

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
六
号 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
七
月
四
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

北 

田 

健 

夫 

 
 

 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程 

埼
玉
県
下
水
道
局
職
員
就
業
規
程
（
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
管
理
規
程
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
三
条
第
一
項
中
「
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
」
を
削
り
、
「
一
部
（
二
時
間
を
超
え
な

い
範
囲
内
の
時
間
に
限
る
。
）
」
を
「
全
部
又
は
一
部
」
に
改
め
、
同
条
中
第
五
項
を
第
八
項
と

し
、
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
三
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
部
分
休
業
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
職
員
は
、
一
年
の
期
間
ご
と
に
、

あ
ら
か
じ
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
範
囲
内
の
う
ち
い
ず
れ
の
範
囲
内
で
当
該
期
間
に
お
け
る

部
分
休
業
を
請
求
す
る
か
を
管
理
者
に
申
し
出
る
も
の
と
す
る
。 

一 

一
日
に
つ
き
二
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内 

二 

非
常
勤
職
員
以
外
の
職
員
に
あ
っ
て
は
、
一
年
に
つ
き
七
十
七
時
間
三
十
分
を
超
え
な
い

範
囲
内
。
非
常
勤
職
員
に
あ
っ
て
は
、
一
年
に
つ
き
当
該
非
常
勤
職
員
の
勤
務
日
一
日
当
た

り
の
勤
務
時
間
数
に
十
を
乗
じ
て
得
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
職
員
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
当
該
申
出

の
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
職
員
は
、
当
該
申
出
を
し
た
範
囲
内
（
前
項
の
規
定
に

よ
る
変
更
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
変
更
後
の
も
の
）
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
部
分
休
業
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
十
三
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
妊
娠
又
は
出
産
等
に
つ
い
て
の
申
出
を
し
た
職
員
等
に
対
す
る
意
向
確
認
等
） 

第
十
三
条
の
四 

管
理
者
は
、
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
三
十
四
条
の
措
置
を
講
ず

る
に
当
た
っ
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
職
員
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
一

項
申
出
職
員
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
一
項
申
出
職
員
の
仕
事
と
育
児
と
の
両
立
に
資
す
る
制
度
又
は
措
置
（
次
号
に
お
い
て

「
出
生
時
両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
事
項
を
知
ら
せ
る
た
め
の
措
置 

二 

出
生
時
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
等
に
係
る
第
一
項
申
出
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め

の
措
置 

三 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
係
る
子
の
心
身

の
状
況
又
は
育
児
に
関
す
る
第
一
項
申
出
職
員
の
家
庭
の
状
況
に
起
因
し
て
当
該
子
の
出
生
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の
日
以
後
に
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両

立
の
支
障
と
な
る
事
情
の
改
善
に
資
す
る
事
項
に
係
る
第
一
項
申
出
職
員
の
意
向
を
確
認
す

る
た
め
の
措
置 

２ 

管
理
者
は
、
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
こ
と
を
申
し
出
た
職
員
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
第
二
項
申
出
職
員
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
第
二
項
申
出
職
員
の
子
が
一
歳
十
一
か

月
に
達
す
る
日
の
翌
々
日
か
ら
二
歳
十
一
か
月
に
達
す
る
日
の
翌
日
ま
で
の
一
年
間
の
内
に
、

次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

第
二
項
申
出
職
員
の
仕
事
と
育
児
と
の
両
立
に
資
す
る
制
度
又
は
措
置
（
次
号
に
お
い
て

「
育
児
期
両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
事
項
を
知
ら
せ
る
た
め
の
措
置 

二 

育
児
期
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
等
に
係
る
第
二
項
申
出
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め

の
措
置 

三 

第
二
項
申
出
職
員
の
三
歳
に
満
た
な
い
子
の
心
身
の
状
況
又
は
育
児
に
関
す
る
第
二
項
申

出
職
員
の
家
庭
の
状
況
に
起
因
し
て
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
職
業
生

活
と
家
庭
生
活
の
両
立
の
支
障
と
な
る
事
情
の
改
善
に
資
す
る
事
項
に
係
る
第
二
項
申
出
職

員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置 

３ 

管
理
者
は
、
第
一
項
第
三
号
又
は
前
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
意
向
を
確
認
し
た
事
項
の
取

扱
い
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
意
向
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
程
の
施
行
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
八
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
職
員
が
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号

に
掲
げ
る
範
囲
内
で
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
の
承
認
の
請
求
を
す
る
場
合
に
お
け

る
同
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
七
十
七
時
間
三
十
分
」
と
あ

る
の
は
「
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」
と
、
「
十
」
と
あ
る
の
は
「
五
」
と
す
る
。 

３ 

管
理
者
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
第
十
三
条
の
四
第
二
項

の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
そ
の
講
じ
ら
れ
た
措
置
は
、
施
行
日
以
後
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
ら
れ
た
も
の

と
み
な
す
。 
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